
第
二
章　

景
品
類
及
び
表
示
の
指
定
関
係

⦿
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
景
品
類
及
び
表
示
を
指
定
す
る
件
（
昭
和
三
七
年

公
取
委
告
示
三
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
七

○
景
品
類
等
の
指
定
の
告
示
の
運
用
基
準
に
つ
い
て
（
昭

和
五
二
年
事
務
局
長
通
達
七
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二
九

○
景
品
類
の
価
額
の
算
定
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和
五
三
年

事
務
局
長
通
達
九
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
四

○
あ
る
商
品
の
購
入
者
に
対
し
同
一
の
商
品
を
付
加
し
て

提
供
す
る
場
合
の
不
当
な
表
示
及
び
不
当
廉
売
に
つ
い

て
（
通
知　

昭
和
六
三
年
公
取
指
八
三
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
五

○
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
「
コ
ン
プ
ガ
チ
ャ
」
と
景
品
表

示
法
の
景
品
規
制
に
つ
い
て
（
平
成
二
四
年
五
月
一
八

日
消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三
七

第
一
章　

景
品
表
示
法

頁

●
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
七
年
法	

律
一
三
四
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

⦿
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
施
行
令
（
平
成
二	

一
年
政
令
二
一
八
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二

⦿
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
施
行
規
則
（
平
成

二
八
年
内
閣
府
令
六
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
一

⦿
事
業
者
が
講
ず
べ
き
景
品
類
の
提
供
及
び
表
示
の
管
理

上
の
措
置
に
つ
い
て
の
指
針
（
平
成
二
六
年
内
閣
府
告	

示
二
七
六
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七
四

○
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
八
条
（
課
徴
金

納
付
命
令
の
基
本
的
要
件
）
に
関
す
る
考
え
方
（
平
成

二
八
年
一
月
二
九
日
消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
六

【
目
　
次
】

景
品
表
示
法
関
係
法
令
集（
令
和
七
年
版
）	

内
容
　
令
和
七
年
四
月
一
日
現
在
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三
七
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
七

︿
医
療
用
医
薬
品
等
﹀

⦿
医
療
用
医
薬
品
業
、
医
療
機
器
業
及
び
衛
生
検
査
所
業

に
お
け
る
景
品
類
の
提
供
に
関
す
る
事
項
の
制
限
（
平

成
九
年
公
取
委
告
示
五
四
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
八

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
行
わ
れ
る
懸
賞
企
画
の
取
扱
い

に
つ
い
て
（
平
成
一
三
年
四
月
二
六
日
公
取
委
）……
…
…
…
…
…
…
一
六
〇

第
四
章　

表
示
関
係

（
法
第
五
条
第
三
号
の
指
定
告
示
）

︿
原
産
国
﹀

⦿
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な
表
示
（
昭
和
四
八
年

公
取
委
告
示
三
四
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
三

○
「
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な
表
示
」
の
運
用
基

準
に
つ
い
て
（
昭
和
四
八
年
事
務
局
長
通
達
一
二
号
）……
…
…
…
…
一
六
四

○
「
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な
表
示
」
の
原
産
国

の
定
義
に
関
す
る
運
用
細
則
（
昭
和
四
八
年
事
務
局
長

通
達
一
四
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
七

○
「
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な
表
示
」
の
衣
料
品

の
表
示
に
関
す
る
運
用
細
則
（
昭
和
四
八
年
事
務
局
長

通
達
一
五
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六
九

第
三
章　

景
品
関
係

（
一
般
懸
賞
・
共
同
懸
賞
）

⦿
懸
賞
に
よ
る
景
品
類
の
提
供
に
関
す
る
事
項
の
制
限

（
昭
和
五
二
年
公
取
委
告
示
三
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
三

○「
懸
賞
に
よ
る
景
品
類
の
提
供
に
関
す
る
事
項
の
制
限
」

の
運
用
基
準（
平
成
二
四
年
消
費
者
庁
長
官
通
達
一
号
）……
…
…
…
…
一
四
五

（
総
付
景
品
）

⦿
一
般
消
費
者
に
対
す
る
景
品
類
の
提
供
に
関
す
る
事
項

の
制
限
（
昭
和
五
二
年
公
取
委
告
示
五
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四
九

○
「
一
般
消
費
者
に
対
す
る
景
品
類
の
提
供
に
関
す
る
事

項
の
制
限
」
の
運
用
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和
五
二
年
事

務
局
長
通
達
六
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
〇

（
業
種
別
告
示
）

︿
新
聞
業
﹀

⦿
新
聞
業
に
お
け
る
景
品
類
の
提
供
に
関
す
る
事
項
の
制

限
（
平
成
一
〇
年
公
取
委
告
示
五
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
三

︿
雑
誌
業
﹀

⦿
雑
誌
業
に
お
け
る
景
品
類
の
提
供
に
関
す
る
事
項
の
制

限
（
平
成
四
年
公
取
委
告
示
三
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五
五

︿
不
動
産
業
﹀

⦿
不
動
産
業
に
お
け
る
一
般
消
費
者
に
対
す
る
景
品
類
の

提
供
に
関
す
る
事
項
の
制
限
（
平
成
九
年
公
取
委
告
示	
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年
公
取
委
告
示
三
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
七

○
「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
不
当
な
表
示
」
の
運
用

基
準
（
平
成
一
六
年
事
務
総
長
通
達
一
一
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
一
八
九

︿
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
﹀

⦿
一
般
消
費
者
が
事
業
者
の
表
示
で
あ
る
こ
と
を
判
別
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
表
示
（
令
和
五
年
三
月
内
閣
府

告
示
一
九
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九

○
「
一
般
消
費
者
が
事
業
者
の
表
示
で
あ
る
こ
と
を
判
別

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
表
示
」
の
運
用
基
準
（
令
和

五
年
三
月
二
八
日
消
費
者
庁
長
官
決
定
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
九

（
そ
の
他
）

︿
不
実
証
広
告
﹀

○
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
七
条
第
二
項
の

運
用
指
針
―
不
実
証
広
告
規
制
に
関
す
る
指
針
―
（
平

成
一
五
年
一
〇
月
二
八
日
公
取
委
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
一

︿
不
当
な
価
格
表
示
﹀

○
不
当
な
価
格
表
示
に
つ
い
て
の
景
品
表
示
法
上
の
考
え

方
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
公
取
委
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
四

○
将
来
の
販
売
価
格
を
比
較
対
照
価
格
と
す
る
二
重
価
格

表
示
に
対
す
る
執
行
方
針
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日	

消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
四

○
不
当
な
割
賦
販
売
価
格
等
の
表
示
に
関
す
る
不
当
景
品

類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
五
条
第
二
号
の
運
用
基
準

︿
無
果
汁
﹀

⦿
無
果
汁
の
清
涼
飲
料
水
等
に
つ
い
て
の
表
示
（
昭
和
四	

八
年
公
取
委
告
示
四
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
二

○
「
無
果
汁
の
清
涼
飲
料
水
等
に
つ
い
て
の
表
示
」
に
関

す
る
運
用
基
準
に
つ
い
て
（
昭
和
四
八
年
事
務
局
長
通	

達
六
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
三

︿
消
費
者
信
用
﹀

⦿
消
費
者
信
用
の
融
資
費
用
に
関
す
る
不
当
な
表
示
（
昭

和
五
五
年
公
取
委
告
示
一
三
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
五

○
「
消
費
者
信
用
の
融
資
費
用
に
関
す
る
不
当
な
表
示
」

の
運
用
基
準
（
昭
和
五
五
年
事
務
局
長
通
達
八
号
）……
…
…
…
…
…
一
七
六

︿
お
と
り
広
告
﹀

⦿
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示
（
平
成
五
年
公
取
委
告
示	

一
七
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
八

○
「
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示
」
等
の
運
用
基
準
（
平

成
五
年
事
務
局
長
通
達
六
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
九

︿
不
動
産
の
お
と
り
広
告
﹀

⦿
不
動
産
の
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示
（
昭
和
五
五
年

公
取
委
告
示
一
四
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
五

○
「
不
動
産
の
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示
」
の
運
用
基

準
（
昭
和
五
五
年
事
務
局
長
通
達
九
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八
五

︿
有
料
老
人
ホ
ー
ム
﹀

⦿
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
不
当
な
表
示
（
平
成
一
六
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庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
一
一

○
「
機
能
性
表
示
食
品
に
対
す
る
食
品
表
示
等
関
係
法
令

に
基
づ
く
事
後
的
規
制
（
事
後
チ
ェ
ッ
ク
）
の
透
明
性

の
確
保
等
に
関
す
る
指
針
」（
事
後
チ
ェ
ッ
ク
指
針
）
の	

策
定
に
つ
い
て
（
令
和
二
年
三
月
二
四
日
消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
四
一
二

︿
サ
ー
ビ
ス
業
等
﹀

○
時
間
貸
し
駐
車
場
の
料
金
表
示
に
つ
い
て
（
平
成
二
九

年
一
二
月
二
五
日
消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
二
六

○
百
貨
店
等
提
携
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
係
る
役
務
の
ポ

イ
ン
ト
還
元
率
の
広
告
表
示
に
係
る
留
意
点
に
つ
い
て

（
令
和
元
年
七
月
八
日
消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
二
八

︿
打
消
し
表
示
﹀

○
打
消
し
表
示
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
（
概
要
）（
平

成
二
九
年
七
月
一
四
日
消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
三
〇

○
打
消
し
表
示
に
関
す
る
表
示
方
法
及
び
表
示
内
容
に
関

す
る
留
意
点
（
実
態
調
査
報
告
書
の
ま
と
め
）（
平
成
三	

〇
年
六
月
七
日
消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
八

第
五
章　

そ
の
他

•
景
品
表
示
法
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
五

•
景
品
表
示
法
違
反
の
事
件
処
理
手
続
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
六

•

課
徴
金
制
度
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
七

（
昭
和
四
七
年
事
務
局
長
通
達
二
号
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
四

︿
比
較
広
告
﹀

○
比
較
広
告
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
考
え
方
（
昭
和

六
二
年
四
月
二
一
日
公
取
委
事
務
局
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
一

︿
電
子
商
取
引
﹀

○
消
費
者
向
け
電
子
商
取
引
に
お
け
る
表
示
に
つ
い
て
の

景
品
表
示
法
上
の
問
題
点
と
留
意
事
項
（
平
成
一
四
年

六
月
五
日
公
取
委
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
六
七

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
消
費
者
取
引
に
係
る
広
告
表
示
に
関

す
る
景
品
表
示
法
上
の
問
題
点
及
び
留
意
事
項
（
平
成

二
三
年
一
〇
月
二
八
日
消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
七

◆
○
○
株
式
会
社
へ
の
要
請
に
つ
い
て
（
平
成
二
六
年
四

月
三
〇
日
消
費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
六

︿
商
品
﹀

○
健
康
食
品
に
関
す
る
景
品
表
示
法
及
び
健
康
増
進
法
上

の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
消	

費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
八

○
メ
ニ
ュ
ー
・
料
理
等
の
食
品
表
示
に
係
る
景
品
表
示
法

上
の
考
え
方
に
つ
い
て
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
消	

費
者
庁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

○
○
○
株
式
会
社
に
対
す
る
景
品
表
示
法
に
基
づ
く
措
置

命
令
及
び
特
定
保
健
用
食
品
等
に
関
す
る
景
品
表
示
法

の
取
組
に
つ
い
て
（
平
成
二
九
年
二
月
一
四
日
消
費
者	
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●
法
律

⦿
政
令
、
内
閣
府
令
、
省
令
、
告
示
、
規
則

○
通
達
、
通
知
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

◆
要
請

•

資
料

※　

法
令
中
左
記
の
も
の
は
、
利
用
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
編
集
上

記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
に
は
こ
れ
ら
の
記
載
は
な
い
。

一　

条
文
中
〔　
　
　

〕
書
き
の
説
明

二　

文
章
中
の
法
令
名
・
条
番
号
等
で
、
旧
の
ま
ま
改
正
さ
れ
な
い

箇
所
の
傍
線
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